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サービス説明書 

 

１ サービスの内容 

「通所介護サービス」 

（１）「通所介護サービス」は、事業者が管理運営する特定の施設に通って、当施設において入浴

及び食事の提供（これらに伴う介護を含む）、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認そ

の他利用者に必要な日常生活上の世話、並びに機能訓練を行うサービスです。 

（２）事業者は、下記の施設及び日程によりサービスを提供します。 

（３）サービス提供にあたっては、「通所介護計画書」に沿って計画的に提供します。 

 

「通所介護相当サービス」 

（１）「通所介護相当サービス」は、事業者が管理運営する特定の施設に通って、当該施設にお

いて、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認その他利用者に自立支援の観点に立った効

果的・効率的なサービスの提供をいたします。 

（２）事業者は、下記の施設及び日程によりサービスを提供します。 

（３）サービス提供にあたっては、別添の「通所介護相当サービス計画書」に沿って提供します。 

 

 

サービス提供を行う施設 

所在地 神奈川県相模原市緑区西橋本２－１７－１７ 

名称 けやきの里 電話 ０４２－７７０－８０３０ 

曜日 月曜日～土曜日 時間帯 ９:３０～１６:４０ 

内容（概要） 入浴・食事・機能訓練・レクリエーションなど 

※ただし、12月31日～1月2日まではお休みとさせていただきます 

  

２ サービス提供責任者（生活相談員）等 

サービス提供の責任者（生活相談員）は、次のとおりです。サービスについてご相談や不満があ

る場合には、どんなことでもお寄せください。 

氏名：村中 俊一、山本 淑子、根本 奈江、松井 信栄 

連絡先：０４２－７７０－８０３０  

 

３ 利用者負担金 

（１）利用者の方からいただく利用者負担金は、次表のとおりです。なお、②又は③の費用が必要

な場合には、事前に詳細を説明のうえ、利用者の同意を得なければならないこととされていま

す。疑問点等があれば、お尋ねください。 
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① 介護報酬に係る利用者負担金（自己負担割合は介護負担割合証をご確認ください） 

 

「通所介護サービスの場合」（要介護１～要介護５の方） 

 

●通常規模型通所介護費 ※利用者負担金は単位数×１０．５４（地域加算）を計算した金額の１割～３割 

7時間以上8時間未満 単位数 1割負担分 2割負担分 3割負担分 

要介護１ ６５８単位 ６９４円 １,３８７円 ２,０８１円 

要介護２ ７７７単位 ８１９円 １,６３８円 ２,４５７円 

要介護３ ９００単位 ９９６円 １,８９８円 ２,８４６円 

要介護４ １０２３単位 １,０７９円 ２,１５７円 ３,２３５円 

要介護５ １１４８単位 １,２１０円 ２,４２０円 ３,６３０円 

●各種加算  ※利用者負担金は単位数×１０．５４（地域加算）を計算した金額の１割～３割 

 単位数 1割負担分 2割負担分 3割負担分 

入浴介助加算Ⅰ １回・４０単位 ４３円 ８５円 １２７円 

入浴介助加算Ⅱ※ １回・５５単位 ５８円 １１６円 １７４円 

サービス提供体制加算Ⅰ １回・２２単位 ２４円 ４７円 ７０円 

個別機能訓練加算Ⅰ・イ※ １回・５６単位 ５９円 １１８円 １７７円 

個別機能訓練加算Ⅰ・ロ １回・７６単位 ８１円 １６１円 ２４１円 

生活機能向上連携加算Ⅱ ひと月・１００単位 １０６円 ２１１円 ３１７円 

個別機能訓練加算Ⅱ ひと月・２０単位 ２１円 ４２円 ６３円 

科学的介護推進体制加算 ひと月・４０単位 ４３円 ８５円 １２７円 

送迎減算 片道・-４７単位 -５０円 -９９円 -１４９円 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 

毎月算定単位の 

９.２％ 

毎月算定単位の 

９.２％ 

毎月算定単位の 

９.２％ 

毎月算定単位の 

９.２％ 

※料金は利用回数などに応じ誤差が生じますのでご了承ください。 

※給付制限を超えた分のサービス料金は、全額自己負担となります。 

※入浴介助加算Ⅱは、ご自宅で入浴出来るように施設での入浴の際に訓練を実施した場合の加算 

です。 

※個別機能訓練加算Ⅰに関して、諸事情（体調不良や研修等）により人員基準を満たしていない日

は個別機能訓練加算Ⅰ・イでの算定となります。 

※送迎減算とは、施設側で送迎を行わなかった場合の減算です。 
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「通所介護相当サービスの場合」（事業対象者・要支援１・要支援２の方） 

 

 単位数 1割負担分 2割負担分 3割負担分 

入浴サービスを利用しない場合 1回・４５５単位 １回・４８０円 １回・９５９円 １回・１,４３９円 

入浴サービスを利用する場合 1回・４７５単位 1回・５０１円 1回・１,００２円 1回・１,５０２円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

（事業対象者要支援１相当 

・要支援１） 

ひと月・８８単位 ひと月・９３円 ひと月・１８６円 ひと月・２７９円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

（事業対象者要支援２相当 

・要支援２） 

ひと月・１７６単位 ひと月・９３円 ひと月・１８６円 ひと月・２７９円 

生活機能向上連携加算Ⅱ ひと月・２００単位 ひと月・２１１円 ひと月・４２２円 ひと月・６３３円 

科学的介護推進体制加算 ひと月・４０単位 ひと月・４３円 ひと月・８５円 ひと月・１２７円 

送迎減算 片道・-４７単位 -５０円 -９９円 -１４９円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 毎月算定単位の 

９.２％ 

毎月算定単位の 

９.２％ 

毎月算定単位の 

９.２％ 

毎月算定単位の 

９.２％ 

※利用者負担金は単位数×１０．５４（地域加算）を計算した合計金額の１割～３割です。 

※料金は利用回数などに応じ若干の誤差が生じますのでご了承ください。 

※給付制限を超えた分のサービス料金は、全額自己負担となります。 

 

「共通」 

 

② 運営基準（厚生省令）で定められた「その他の費用」（全額、自己負担）  

区分 負担金額 内容の説明 

1)お食事代 １日 ６６０円 昼食代・おやつ代・お茶代等 

2)おむつ代 パンツ型おむつ（１枚） １５０円 利用者の希望により提供した場合 

 パット型おむつ（１枚） ５０円 （持参の場合は無料） 

③ 通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用（全額、自己負担）  

区分 負担金額 内容の説明 

行事代 実費 利用者の希望によって参加した場合 

なお、上記「行事代」以外にも、③には、区分支給限度額を超えるサービス提供を受けた 

場合に要する費用も含まれます。 

（２）利用者負担金は、次の方法によりお支払いいただきます。 

・現金払い（サービスを提供した翌月末日までにお支払い願います。） 

・振込払い（サービスを提供した翌月末日までにお支払い願います。） 
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４ サービスの中止（キャンセル） 

（１）利用者がサービスの利用の中止をする際には、速やかに次の連絡先までご連絡ください。 

・連絡先（電話）：０４２－７７０－８０３０ 

・連絡時間：午前８：３０～午後５：２０（午後５時２０分以降は留守番電話になります） 

（２）利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前日までにご連

絡ください。当日のご連絡は午前８時３０分までにお願い致します。 

なお、当日の８：３０以降のキャンセルに関しては、食事代の実費をお支払いいただきます。 

 

５ その他 

（１）サービス従事者に対する贈り物等は、ご遠慮させていただきます。 

（２）振替利用の場合は前日の午後５時２０分までにご連絡をお願い致します。 

（３）サービス提供時間内に体調不良になられた時はご家族にお迎えに来ていただきます。 

（４）持ち物にはすべてご記名をお願い致します。 

（５）送迎時間は予定となっており、交通事情等により多少の誤差があります。ご了承ください。 

 

サービス契約にあたり上記のとおり説明します。 

事業者名     けやきの里         

 

説明者  氏名                  印  

 

サービス契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受けました。 

 

令和  年  月  日 

利用者  氏名                  印  

 

代理人または立会人  氏名                  印  
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重要事項説明書 

１ 事業所の概要 

事 業 所 名 けやきの里 

所 在 地 神奈川県相模原市緑区西橋本２－１７－１７ 

 指定居宅サービス事業所 １４７２６０２０００ 

管理者及び連絡先 

サービス種類 氏 名 連絡先 

① 通所介護 村中俊一 ０４２－７７０－８０３０ 

② 通所介護相当サービス 村中俊一 ０４２－７７０－８０３０ 

サービス提供地域 
相模原市（橋本・東橋本・南橋本・西橋本・元橋本・二本松・宮

下・相原）、町田市（小山・相原） 

 

２ 事業所の職員体制等 

職  種 従事するｻｰﾋﾞｽ種類、業務  人  員 

管理者 業務全般の管理 １名（常勤） 

生活相談員 連絡・調整・苦情処理 １名以上 

看護職員 看護業務・機能訓練 １名以上 

介護職員 介護業務 常勤換算５.４名以上 

送迎職員 運転手  １名以上 

事務職員 事務担当  １名以上 

 

３ サービス提供時間 

サービスの種類 
・通所介護相当サービス 

・通所介護 

サービス実施日 月曜日～土曜日・祝日 

サービスの提供時間 ９時３０分～１６時４０分 

※ただし、１２月３１日～１月２日まではお休みとさせていただきます。 

 

４ 当法人の概要 

法人の名称 株式会社 共立ケアセンター 

代表者名 長田 和隆 

所在地・電話 
神奈川県相模原市緑区橋本６－２７－３ 

０４２－７７４－１０１１ 

業務の概要 指定居宅介護支援事業・指定通所介護 

 

５ 当社のサービスの方針等 

利用者が可能な限り在宅で安心して生活できるよう、ケアプランに応じた通所介護・通所介護

相当サービスをいたします。個別機能訓練、レクリエーション活動を行うことにより、その自

立を助長し、生きがいを高めるよう援助いたします。 
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６ 利用者負担金 

利用者負担金は、次の３種類に分かれます。具体的な金額は下記のとおりです。 

① 介護報酬に係る利用者負担金（費用全体の１割～３割） 

② 運営基準（厚生省令）で定められた「その他の費用」（全額、自己負担） 

③ 通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用（全額、自己負担） 

なお、②又は③の費用が必要となる場合には、事前に説明をいたします。 

※サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合には、全額自己負担となります。 

（介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員 

から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります。） 

 

利用者負担金は、次の方法によりお支払いいただきますようお願いします。 

・現金払い（サービスを提供した翌月末日までにお支払い願います。） 

・振込払い（サービスを提供した翌月末日までにお支払い願います。） 

 

７ サービス利用の中止（キャンセル） 

（１）利用者がサービスの利用の中止をする際には、速やかに所定の連絡先までご連絡ください。 

（２）利用者の都合でサービスを中止にする場合は、サービス利用の当日の朝８：３０までに 

ご連絡ください。 

連絡先（電話）： ０４２－７７０－８０３０  

 

８ 緊急時の対応 

サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、契約書第10条１項に記載のとおり家

族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。 

医療機関等 
主治医等の氏名： 

連 絡 先： 

緊急連絡先① 
氏 名： 

連 絡 先： 

緊急連絡先② 
氏 名： 

連 絡 先： 

 

９ 非常災害対策 

（１）事業者は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護の提供を継続的に

実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 

（２）介護職員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、業務継続対策検討委員会を

定期的に開催し、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 
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１０ 相談窓口、苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当社苦情・相談窓口 

電話番号 ０４２－７７０－８０３０ 

FAX番号  ０４２－７７０－８０３１ 

相談員 村中俊一、山本淑子、根本奈江、松井信栄 

対応時間 平日・土曜日・祝日 ９：００～１７：００ 

 

（２）公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

【市町村（保険者）の窓口】 

相模原市 福祉基盤課 
注：保険者が相模原市以外の場合

は、それぞれの市町村介護保険課窓

口まで 

所在地  相模原中央区中央２-1１-１５ 

相模原市役所 福祉基盤課  

電話番号 ０４２－７６９－９２２６ (直通) 

受付時間 平日 ８：３０～１７：００ 

【公的団体の窓口】 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

注：居住地が神奈川県以外の場合

は、それぞれの都道府県の国民健康

保険団体連合会窓口まで 

所在地 横浜市西区楠町27番1 

国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護苦情相談係 

電話番号 ０４５－３２９－３４４７ 

受付時間 平日 ８：３０～１７：１５ 

 

 

１１ 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報保護に関する法律」及び「株式会社  

共立ケアセンター 個人情報保護方針」を厳守し適切な取り扱いに努めます。 

（１） 利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的で 

は原則使しないものとし、外部への情報共有については必要に応じ、利用者又はその家族

の同意を得る事と致します。 

（２） 業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持いたします。 

（３） 業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させたまま、従業者が退職した後におい

てもこれらの秘密を保持すべく旨を、雇用契約の内容に含むものと致します。 

 

１２ 非常災害対策 

（１）事業者は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護の提供を継続的に

実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 

（２）介護職員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、業務継続対策検討委員会を

定期的に開催し、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 

 

１３ 守秘義務に関する対策 

  事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を尊守します。また、退

職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 
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１４ 虐待防止に関する事項 

   利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じるものといたします。 

（１） 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２）利用及びその家族からの苦情受付体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

サービス提供中に当該事業所の従業者又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通

報致します。 

虐待防止の為の対策委員会を定期的に開催し担当者を定め、定期的に研修を実施し防止す

る対策を 

講じる事と致します。 

 

１５ 身体的拘束の禁止 

（１） 利用者又は生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という）は行わない。やむを得ず

身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況及び緊急や

むを得えない理由を記録するものと致します。 

（２）従業者に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施致します。 

（３）身体的拘束禁止の為の対策委員会を設置し担当者を定め、定期的に委員会を定期的に開催  

するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。 

 

１６ 感染症対策 

（１）サービス提供に際し、従業員が感染源となることを予防し、また利用者及び従業員を感染

の危険から守るための衛生管理に努め、必要な対策を講じるものとする。 

（２）事業所における感染症予防及びまん延の防止のための指針を整理し、適正化のための研修

を定期的に実施する。 

（３）事業所における感染症予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置し定期

的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。 

 

１７ ハラスメントの防止 

（１）事業者は、利用者、従業員へのハラスメント防止の観点により、「職場におけるハラスメ

ントの防止に関する規定」を定め、防止対策に努めるものとする。 

（２）従業員に対し、ハラスメント防止のための研修を定期的に実施する。 

 

１８ サービス提供の記録 

（１）当事業所は、ご利用者様に対するサービスの提供に関する記録を整備し、当該サービス 

を提供した日から５年間保存します。 

（２）利用者は、事業所の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第１項のサービス 

提供に関する記録を閲覧できます。 

 

１９ 損害賠償について 

  当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は、すみや

かにその損害 を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、損害の発

生について、利用者に故意または過失が認められた場合は、利用者の置かれた心身の状況等

を踏まえたうえで、減額するのが相当と認められた場合事業者の損害賠償責任を免じさせて

いただきます。 
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サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明し交付いたしました。 

 

事業者  事業者名   けやきの里          

 

説明者                印  

 

サービス契約の締結にあたり、上記のとおり説明・交付を受けました。 

 

令和  年  月  日 

 

利用者  氏名                 印  

 

代理人及び立会人  氏名                 印  
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個人情報使用同意書 

 

私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲

内で使用することに同意します。 

記 

１ 使用する目的 

① 利用者にかかわる居宅サービス計画を立案する為のサービス担当者会議での情報提供 

② 介護支援専門員（ケアマネジャー）、地域包括支援センター、介護サービス事業所、自治体

（保険者）、医療機関との連絡調整での情報提供 

③ 事故発生時における関係機関への情報提供や報告が必要な場合 

④ 介護保険事務における審査支払機関へのレセプト（介護報酬）の提出 

⑤ 損害賠償保険等に係る保険会社等への相談または届出 

⑥ 送迎車両の駐車許可申請に係る所轄警察署への届出 

⑦ 当事業所内部での利用 

・事業内でのカンファレンス・介護記録 

・展示物、掲示板、私物管理、名札等への氏名の掲載 

 

２ 当事業所外部媒体への写真・動画・氏名の使用についての確認 

※外部媒体とは、ホームページ、パンフレット、通信、求人等を指します 

 

・上記の使用について同意します （ はい ・ いいえ ） 

 

３ 使用する期間 

契約期間と同じ期間とする。 

 

４ 条 件  

（１）個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよ

う細心の注意を払うこと。 

（２）個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。 

 

事業者 けやきの里   

 

令和  年  月  日 

 

利用者  氏名                 印  

 

代理人または立会人  氏名                 印 


